
限度額を超えた随意契約情報一覧表 部局名：議会事務局 H21.3.31 現在

番号 所管部局
所管課

（地方機関名）
契約締結日 契約の名称 契約金額（円） 契約の相手先　住所　氏名

随意契約とした理由
（具体的かつ詳細に記載）

地方自治法施行令
適用条項

1 議会事務局 議会事務局 H20.4.1
平成２０年度議会受
付業務等委託料

5,497,000
長崎市江戸町２－１３
長崎県議会議員互助会
会長　三好　德明

長崎県議会議員互助会は、営利を目的とせず、円
滑に議会運営を行うために設立された団体である。
本業務は議会受付、来客対応、及び議会中継業務
等、本来県で行うべき公的業務であり、長崎県議会
議員互助会は設立時から本業務を行い、内容に精
通していることから依頼先として選定するものであ
る。

第１６７条の２第１
項第２号

2 議会事務局 議会事務局 H20.4.2
平成２０年度新聞広
報「県議会ながさき」
掲載料

4,394,586
長崎市茂里町３－１
株式会社　長崎新聞社
代表取締役社長　松平和夫

多くの県民に周知を図るため、県下販売部数第1
位である長崎新聞を選定するものである。

第１６７条の２第１
項第２号

3 議会事務局 議会事務局 H20.4.8
平成２０年度新聞広
報「県議会ながさき」
掲載料

940,800
（スポットカラー
（単色）有りの場
合）
835,800
（スポットカラー
（単色）なしの場
合）

長崎市馬町24
株式会社　西日本新聞広告
社長崎　　代表取締役　安本
武俊

多くの県民に周知を図るため、県下販売部数第２位
である西日本新聞を選定するものである。

第１６７条の２第１
項第２号

4 議会事務局 議会事務局 H20.4.8
平成２０年度新聞広
報「県議会ながさき」
掲載料

855,288
長崎市勝山町37
株式会社　読売広告西部　長
崎支社　支社長　川浪　修

一般家庭においては、一紙のみ新聞購読をしてい
る場合が多いと考えられ、限られた広報回数（４回）
と予算の中で多くの県民に周知を図るため、全国紙
である読売新聞、朝日新聞及び毎日新聞の３紙の
中から、順次１紙を選定することとしており、今回
は、読売新聞を選定するものである。

第１６７条の２第１
項第２号

5 議会事務局 議会事務局 H20.7.4
平成２０年度新聞広
報「県議会ながさき」
掲載料

892,500
長崎市万才町8-22
株式会社　朝日広告社　長崎
支社　支社長　岩永　淳

一般家庭においては、一紙のみ新聞購読をしてい
る場合が多いと考えられ、限られた広報回数（４回）
と予算の中で多くの県民に周知を図るため、全国紙
である読売新聞、朝日新聞及び毎日新聞の３紙の
中から、順次１紙を選定することとしており、今回
は、朝日新聞を選定するものである。

第１６７条の２第１
項第２号

平成２０年度

※随意契約の限度額（予定価格）　①工事又は製造の請負 250万円、②財産の買入れ 160万円、③物件の借入れ 80万円、④財産の売払い 50万円、⑤物件の貸付け 30万円、⑥ 100万円
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平成２０年度

6 議会事務局 議会事務局 H20.9.8
平成２０年度新聞広
報「県議会ながさき」
掲載料

807,990
長崎市築町１番７号
株式会社　長崎毎日広告社
代表取締役　湯地　秀哉

一般家庭においては、一紙のみ新聞購読をしてい
る場合が多いと考えられ、限られた広報回数（４回）
と予算の中で多くの県民に周知を図るため、全国紙
である読売新聞、朝日新聞及び毎日新聞の３紙の
中から、順次１紙を選定することとしており、今回
は、毎日新聞を選定するものである。

第１６７条の２第１
項第２号

7 議会事務局 議会事務局 H20.11.20
平成２０年度新聞広
報「県議会ながさき」
掲載料

855,288

長崎市勝山町３７
株式会社　読売広告西部
長崎支社　支社長　川浪
修

一般家庭においては、一紙のみ新聞購読をしてい
る場合が多いと考えられ、限られた広報回数（４回）
と予算の中で多くの県民に周知を図るため、全国紙
である読売新聞、朝日新聞及び毎日新聞の３紙の
中から、順次１紙を選定することとしており、今回
は、読売新聞を選定するものである。

第１６７条の２第１
項第２号

8 議会事務局 議会事務局 H20.4.1
平成20年度速記業務
等

（単価契約）
28,000～31,000円

長崎市花園町６－１７
有限会社　長崎速記センター
代表取締役　　濵崎　岐俊

現場での速記や即時反訳に対応できる有資格者を
多数有する会社が、県内には１者のみであり、契約
の相手方が特定されるものである。

第１６７条の２第１
項第２号

9 議会事務局 議会事務局 H20.4.11
会議録検索システム
用データ作成業務委
託

（単価契約）
120～600円

長崎市出島町11-13
西日本電信電話株式会社
長崎支店長　東伸之

本システムの会議録検索ソフトは、(株)会議録研究
所のソフトを採用しており、検索データの作成は同
研究所のみが行えるものである。
同研究所の代理店が県内には１者のみであり、契
約の相手方が特定されるものである。

第１６７条の２第１
項第２号

※随意契約の限度額（予定価格）　①工事又は製造の請負 250万円、②財産の買入れ 160万円、③物件の借入れ 80万円、④財産の売払い 50万円、⑤物件の貸付け 30万円、⑥ 100万円


